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（参考資料） 
 
 

【労災・健保における治療用装具等の取扱い（比較表）】 
 

項  目 労 災 保 険 

 

健康保険 レセ

プト

請求 

装着式収尿器 
（人工膀胱） 

支 給 

○ 不支給 療養の給付 都道府県購入価格を１０円 
      で除した点数×診療単価 
療養の費用 本人が購入した実費 

人工肛門受便器 
（ペロッテ） 

支 給 

○ 不支給 療養の給付 都道府県購入価格を１０円 
      で除した点数×診療単価 
療養の費用 本人が購入した実費 

ソフトコンタ 
ク ト レ ン ズ 

 

支 給 
 
注）視力の屈折矯正のために使用するソフ

トコンタクトレンズは除く。 
 

○ 不支給 

療養の給付 都道府県購入価格を１０円で 
      除した点数×診療単価 

義    眼 健保に準ずる。 
義歯を業務災害により破損した場合、これ

に要する修理は療養補償の範囲に含める。 
× 

眼球摘出後眼窩保護用として

支給 

義    歯  

コ ル セ ッ ト 
健保に準ずる。 

○ 

療養上必要あるコルセットは

療養の給付として支給すべき

治療材料の範囲に属するもの

として、療養費によって支給

する。 療養の費用 本人が購入した実費 

歩 行 補 助 器 
松 葉 杖 

健保に準ずる。 
× 

原則として医療機関がこれを

本人に貸与すべきであるが、

療養目的をもって本人が自己

購入した場合は、療養費とし

て支給して差し支えない。 
療養の費用 本人が購入した実費 

固 定 装 具 
支 給 

× 支 給 
療養の費用 本人が購入した実費 

頭部・頸部・ 
躯 幹 固 定 用 
伸 縮 性 包 帯 

及 び 
シリコンガーゼ 

支 給 
四肢に使用した場合でも可 
なお、バストバンド、トラコバンド等は軀

幹固定用伸縮性包帯に含める。 
療養の給付 都道府県購入価格を１０円で 
      除した点数×診療単価 

○ 不支給 
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項 目 労 災 保 険 

 

健 康 保 険 レセ

プト

請求 

ポ リ ネ ッ ク 
支 給 
療養上必要なものと認められる場合 
療養の費用 本人が購入した実費 

○ 不支給 

義肢装着前の 
訓 練 用 装 具  

（練習用仮義足、手） 

健保に準じて支給。 
× 

診療担当医の指示、指導のも

とに使用する場合 1 回に限

り、治療用装具の療養費とし

て支給。 
療養の費用 本人が購入した実費 

フローテーション 
パ  ッ  ト 

支 給 
自力による体位変換が不可能若しくは困難

な状態が長期にわたると見込まれる傷病労

働者に対し、１人につき１枚支給する。 
療養の費用 本人が購入した実費 

× 不支給 

保 護 帽 子 
（頭蓋骨欠損部分保護） 

健保に準じて支給。 
× 

支 給 
人工骨を挿入するまでの間、

頭蓋骨欠損部分を保護する

ためのもの。 療養の費用 本人が購入した実費 

減 菌 ガ ー ゼ 

一部支給 
せき髄損傷等による重度の障害者のうち、以

下を満たすもの。 
・尿路変更による皮膚瘻を形成しているもの、

又は尿路へカテーテルを留置しているもの

若しくはこれらに類する創部を有するも

の。 
・自宅等で頻繁にガーゼの交換を必要とする

ため、診療担当医が投与の必要を認めたも

の。 

○ 不支給 

療養の給付 都道府県購入価格を１０円 
      で除した点数×診療単価 

スポンジ円座 
スポンジベット 不支給 ― 不支給 

補 聴 器 
不支給 
(傷病が治ゆした者で要件を満たす場合には、

社会復帰促進等事業から支給） 
― 不支給 

眼 鏡 
不支給 
(傷病が治ゆした者で要件を満たす場合には、

社会復帰促進等事業から支給） 
― 不支給 

 
※ ｢レセプト請求｣ 欄の表示が ｢×｣ となっているものは､傷病労働者による「療養の費用請求」の対

象となります｡ 
 
    療養の給付・・・・・保険医療機関が、「レセプト」により請求します。 
    療養の費用・・・・・傷病労働者が、「療養の費用請求書」（様式第７号(1)又は 16 号の 5(1)）

により労働基準監督署長へ請求します。 
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【処置及び疾患別リハビリテーションの取扱い(早見表)】 
 

 

  

・ 介 達 牽 引 

・ 矯正固定 

・ 変形機械矯正術 

・ 消炎鎮痛等処置 

（マッサージ等の手技による療法） 

・ 消炎鎮痛等処置 

（器具等による療法） 

・ 腰部又は胸部固定帯固定 

・ 低出力レーザー照射 

・ 消炎鎮痛等処置 

（湿 布 処 置） 

・ 肛門処置 

 

※ 診療所外来のみ 

疾患別リハビリテーション 

1 

・ 介 達 牽 引 

・ 矯正固定 

・ 変形機械矯正術 

・ 消炎鎮痛等処置 

（マッサージ等の手技による療法） 

・ 消炎鎮痛等処置 

（器具等による療法） 

・ 腰部又は胸部固定帯固定 

・ 低出力レーザー照射 

３部位（局所）まで算定 

「湿布処置」又は肛門処置の

所定点数の他に、介達牽引、矯

正固定、変形機械矯正術、「マッ

サージ等の手技による療法」、

「器具等による療法」、腰部又は

胸部固定帯固定、低出力レーザ

ー照射のうち計２部位（局所）ま

で算定 

＊注１ 

＊注２ 

＊注３ 

疾患別リハビリテーションの

所 定 点 数 の 他 に 、 介 達 牽

引、矯正固定、変形機械矯

正術、「マッサージ等の手技

による療法」、「器具等による

療法」、腰部又は胸部固定

帯固定、低出力レーザー照

射のいずれか１部位（局所）

を算定 

 

＊注４ 

2 

・ 消炎鎮痛等処置 

（湿 布 処 置） 

・ 肛門処置 

 

※ 診療所外来のみ 

  
１日につき所定点数を算定（倍

率が異なる部位ごとに算定し合

算。） 

「湿布処置」１部位又は肛

門処置と疾患別リハビリテー

ションの所定点数を算定 

3 
上記１及び２の処置を併施した 

場合 
    

疾患別リハビリテーションの

所定点数と「湿布処置」１部

位又は肛門処置の他に、介

達牽引、矯正固定、変形機

械矯正術、「マッサージ等の

手技による療法」、「器具等

による療法」、腰部又は胸部

固定帯固定、低出力レーザ

ー照射のいずれか１部位（局

所）を算定 

＊注５ 

 

注１  上記１及び２については、それぞれ異なる部位（局所）に行った場合のみ算定できます。 

注２  上記２については、それぞれ倍率が異なる部位ごとに算定する場合は、「湿布処置」及び肛門処置となり

ます。 

注３  上記１のいずれかを複数部位（局所）に行っている場合は、上記２の所定点数を算定することなく、上記１

のいずれか３部位（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありません。 

注４  上記１のいずれかを複数部位（局所）に行っている場合は、疾患別リハビリテーションの所定点数を算定す

ることなく、上記１のいずれか３部位（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありません。 

注５  上記１及び２のいずれかを複数部位（局所）に行っている場合は、疾患別リハビリテーションの所定点数を

算定することなく、上記２の所定点数の他に上記１のいずれか計２部位（局所）までの点数、若しくは、上記１

のいずれか３部位（局所）までの点数を算定することとしても差し支えありません。 

注６  消炎鎮痛等処置のうち湿布処置のみ四肢加算の取扱いで手及び手指については２倍で算定できます。 
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